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岐阜県後期高齢者医療広域連合障がい者活躍推進計画 

 

令和 2 年 3 月 23 日  

岐阜県後期高齢者医療広域連合長  

 

本計画は、全ての障がい者が、その障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できる

職場環境の整備を推進し、障がい者の活躍の場の拡大のための取組を実施するため、障害

者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第 7 条の

3 の規定に基づき、岐阜県後期高齢者医療広域連合長が策定する障がい者活躍推進計画で

す。 

 

 

Ⅰ 計画期間 

  本計画の期間は、令和 2 年度から令和 6 年度までとします。 

 

 

Ⅱ 実施体制 

本計画を効果的に推進するため、毎年度、総務課において取組の実施状況を点検及び

評価し、職員に周知するとともに、その意見を取り入れながら必要に応じて取組の見直

し等を検討します。 

 

 

Ⅲ 状況及び課題の把握 

  当広域連合における、障がい者の活躍を推進する組織体制等の状況及び課題を把握し

ました。 

 

 １ 職場の体制整備について 

   障がい者である職員の在職実績がなかったため、組織的な体制整備は特段行ってい

ません。 

 

 ２ 募集及び採用について 

⑴ 常勤職員 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17 の規定に基づき、岐阜県内市

町村（以下「派遣元」）から派遣された職員で構成されており、当広域連合から派遣
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元に職員の派遣を依頼する際、障がいの有無についての差異はありませんが、派遣元

の判断により職員を派遣しているため、職員の選択はできません。 

なお、これまで障がい者である職員の派遣実績はありません。 

⑵ 非常勤職員 

短時間勤務職員として当広域連合が独自に採用している非常勤職員について、障

がい者に限定した募集及び採用は行っておりません。 

    なお、これまで障がい者である職員の採用実績はありません。 

     

３ 障がい者の自立の促進 

   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下「優

先調達推進法」という。）等を踏まえた企業等における障がい者の活躍の場の拡大に向

けた取組の実績はありません。 

 

 

Ⅳ 具体的な取組内容 

   障がい者の活躍を推進する組織体制等の状況及び課題を把握し、改善すべき事情につ

いて整理した結果、以下に掲げる取組を実施します。 

 

１ 相談体制の整備 

 障がい者雇用推進員として、総務課長を選任するとともに、障がい者である職員

の相談窓口を設置し、相談窓口について職員に周知します。 

 

２ 管理職員との面談による合理的配慮の提供 

    常勤職員に対して実施している服務状況等のアンケート調査に基づく個人面談の

際、障がい者である職員の必要な配慮等の有無について把握することとし、その結

果を踏まえて検討を行い、合理的な配慮をします。 

 また、非常勤職員についても、服務状況等のアンケート調査及び個人面談を実施

し、常勤職員と同様の配慮をします。 

 

 ３ 非常勤職員の募集及び採用 

    非常勤職員の採用選考に当たっては、面接時に就労支援機関の職員の同席を可能

とするなど、必要な合理的配慮を行うとともに、以下の取扱をしません。 

   ⑴ 特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 

   ⑵ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 
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   ⑶ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

   ⑷ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」と

いった条件を設定する。 

   ⑸ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

 

４ 職員研修の実施 

 障がいに関する理解促進及び啓発を図るため、外部の専門機関による職員研修を

実施します。 

 

 ５ 物品等の優先調達 

優先調達推進法に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の

場の拡大を推進します。 

 

 


